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2011年４月５日 

各 位 

会 社 名 マックスバリュ東北株式会社 

代 表 者 名 代表取締役社長  宮地 邦明 

 （コード番号2655 東証第２部） 

問 合 せ 先 取締役 

経営管理本部長  古谷 憲介 

 （電話 0 1 8－8 4 7－2 7 9 2）

 

 

第三者割当によるＡ種種類株式の発行に関するお知らせ 

 

当社は、2011年４月５日開催の当社取締役会において、イオン株式会社（以下「イオン」といいます。）に対して

第三者割当により当社Ａ種種類株式（以下「本種類株式」といいます。）を発行（以下「本件第三者割当」といいま

す。）することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

なお、本種類株式の発行については、2011 年５月17 日に開催予定の当社第39期定時株主総会（以下「本定時株

主総会」といいます。）において、本種類株式の発行に必要な定款変更案の特別決議による承認を得ること及び各種

の法令に基づき必要な手続が完了していることを条件としております。 

 

記 

 

１．Ａ種種類株式募集の概要 

（１）払込期日 2011年５月19日 

（２）発行新株式数 450株 

（３）発行価額 １株につき10,000,000円 

（４）払込金額の総額 4,500,000,000円 

（５）資本組入額 １株につき5,000,000円 

（６）資本組入額の総額 2,250,000,000円 

（７）募集または割当方法 

（割当予定先） 

第三者割当の方法により、全ての本種類株式をイオンに割り当てる。 

（８）その他 上記各号については、本定時株主総会において、本種類株式の発行に必要な定款変更

案の特別決議による承認を得ること及び各種の法令に基づき必要な手続が完了してい

ることを条件としております。 

本種類株式の詳細は別紙「マックスバリュ東北株式会社Ａ種種類株式発行要項」をご

覧下さい。 

また、当社と割当予定先との間では、当社に対する出資及び当社の運営等に関する事

項について引受契約を締結しております。その概要は「６．割当予定先の選定理由等（２）

割当予定先を選定した理由」をご覧下さい。 

 

２．募集の目的及び理由 

（１）資金調達の主な目的 

当社が営業基盤とする北東北エリアにおいては、お客さまの生活防衛意識が依然として高く、低価格志向は

より強まり、少子高齢化に伴う人口減少による商圏の縮小と相俟って、競合他社との価格競争が一層激化する

など、全国的にみても特に厳しい経営環境が続いております。 
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かかる経営環境において、当社は、営業力の強化を目的として、積極的な新規出店及び既存店の活性化（改

装及び増床等）に取り組み、また北東北エリアのイオングループ企業との協業など、イオングループのスケー

ルメリットや共通インフラ機能等を活かして収益力の向上を目指してまいりました。 

しかしながら、上記のような厳しい経営環境の中で、当社の営業基盤エリアにおける競争激化に伴う収益力

の低下を主たる要因として、業績不振店舗の固定資産等についての減損損失などにより、2005年度から2010

年度までの累計で4,498百万円の当期純損失を計上したことで、自己資本比率が低下している状況にあります。

また、直近の予期せぬ東日本大震災の発生による影響で消費環境の先行きの不透明感が一層高まっております。 

今後当社は、安定した財務基盤を確立・強化するとともに、ますます競争が激化する北東北エリアにおいて

競争に打ち勝ち、2013 年度には北東北売上高ＮＯ．１の座を奪還し、再度成長軌道へ回帰するために、抜本

的な経営方針の変更が不可欠と判断し、このほど、大要以下の事業構造改革（以下「本事業構造改革」といい

ます。）の基本方針を策定いたしました（詳細は、本日付当社公表の「事業構造改革の基本方針に関するお知

らせ」をご参照下さい。）。 

① 収益力の向上 

イオングループのスケールメリットを活かした仕入コストの削減、新規仕入先の開拓、商品構成の見

直しを行うとともに、店舗レイアウト・什器・設備の変更による継続的な店舗オペレーションコストの

削減等を行うことで、収益力の向上をはかります。 

② 店舗網の再構築 

当社の店舗網を再構築し、より効果的な出店戦略を確立するとともに、既存店における効率的な資産

運用・活用方法の総合的検討を行います。 

③ 財務体質の抜本的な強化 

当社の純資産が大きく減少し、自己資本比率が低下している状況の下、資本の充実及び有利子負債の

圧縮により安定した財務基盤の確立・強化を行います。 

当社は、本事業構造改革の基本方針に沿った収益力の向上及び店舗網の再構築のための必要資金の迅速かつ

確実な調達、並びに財務体質の抜本的な強化のためには、速やかに45億円の資金調達・資本増強を行うこと

が必要不可欠であるとの判断に至り、本日開催の当社取締役会において本件第三者割当を決議いたしました。 

 

（２）本種類株式による資金調達を実施する理由 

当社は、本事業構造改革に沿った資金調達・資本増強の具体的な方法について、これまで様々な選択肢を検

討してまいりました。前述の過年度における当期純損失の計上により、2005 年度期首時点の純資産8,023 百

万円、自己資本比率29.8％が2010年度期末には純資産1,968百万円、自己資本比率7.2％まで低下している

財務状況に鑑みると、金融機関等からの借入れや社債発行による負債性の資金調達を実施することは困難であ

り、資本性の資金調達を実施することにより自己資本の増強、自己資本比率の向上をはかることが適切である

と判断いたしました。また、今回の発行予定額は、当社の発行済株式の時価総額と比較しても多額であり、ま

た、現在の経済情勢や東日本大震災の発生により混乱する資本市場の状況並びに当社普通株式の株価水準及び

株式流動性を勘案すると、普通株式による公募増資により必要な規模の資金を調達することは困難であります。 

以上を踏まえますと、当社が必要な資金を迅速かつ確実に調達し、財務基盤を安定させるためには、北東北

エリアにおけるグループ企業との協業を通じて事業上のつながりが深く、本事業構造改革の実現がグループと

しての北東北エリアにおける事業基盤の強化に直結するものとして、本事業構造改革の基本方針にもご理解を

いただいた当社の親会社であるイオンによる出資を受けることが 善の選択肢であるとの結論に至りました。 

また、普通株式による増資を選択した場合、直ちに当社普通株式の発行済株式総数が増加し、当社普通株式

の株式市場における需給関係に重大な影響を及ぼす可能性があり、他の株主の皆さまへ与える影響も非常に大

きいことから、発行後一定期間経過後に初めて普通株式への転換が可能となる本種類株式をイオンに対して第

三者割当により発行することを決定いたしました。本種類株式の特徴は以下のとおりです。 

（ア）剰余金の配当 

本種類株式の剰余金の配当については、剰余金の社外流出を極力抑制するという観点から、支払順位

は普通株式の株主と同順位であり、配当率も普通株式の配当利回りと等しくするなど、既存株主の皆さ

まへ配慮した商品設計としております。 
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（イ）当初５年間の取得請求不能期間 

本件第三者割当は、本事業構造改革完遂に必要不可欠な資金調達・資本増強を、本種類株式の発行時

点で実現可能とする一方で、発行後５年間は本種類株式の株主による取得請求権の行使による普通株式

への転換ができないものとされており、本種類株式の発行直後に当社普通株式の需給関係に影響を及ぼ

すことを防止することを企図しております。 

上記のとおり、本種類株式は、発行後５年後以降に取得請求が可能とされる等、中長期的視野に基づ

き設計されております。当社としては、このような中長期的性格を有する本種類株式を、当社をよくご

理解いただき、本事業構造改革の実現による企業価値の向上策へご賛同いただけるイオンに中長期的な

サポートをいただきつつ保有していただくことが、既存株主の皆さまを初めとする当社のステークホル

ダーの皆さまの利益に資すると考えております。 

（ウ）５年後以降における普通株式を対価とする取得請求権及び取得価額の決定 

本種類株式の普通株式への転換に関する取得価額（以下「取得価額」といいます。）は、本種類株式

の発行から５年後以降に決定いたします。 

当初の取得価額（以下「当初取得価額」といいます。）は、取得請求期間の初日（2016年５月21日）

に先立つ５連続取引日の株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）における当

社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値に相当する額となります。 

さらに、取得価額は、2016年５月21日以降、毎年５月20日及び11月20日（但し、当該日が取引日

でない場合にはその直前の取引日。以下、それぞれ「修正基準日」といいます。）の翌日以降、各修正

基準日（同日を含みます。以下同様とします。）までの直近の５連続取引日の東京証券取引所における

当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値に相当する額に修正されます。また、取得価額の上限及

び下限はそれぞれ2011 年５月 19 日（同日を含みます。以下同様とします。）までの直近の５連続取引

日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値または251円のいずれか高

い金額の150％に相当する額及び50％に相当する額となります。 

本種類株式の取得価額は、本事業構造改革に沿って発行後５年間の企業業績の回復に向けた取組みを

実施する過程を資本市場が反映した株価を基準に決定されることから、当社普通株式の市場価格が上昇

する場合は、現時点の株価を当初取得価額と設定する場合と比較して当社普通株式の希薄化の抑制が見

込めると考えております。 

（エ）５年後以降における金銭を対価とする取得条項 

本種類株式には、発行から５年後以降における金銭を対価とする取得条項が付されており、当社は、

2016年５月21日以降いつでも、少なくとも15日前に事前通知を行うことにより、当社の取締役会が別

に定める日の到来をもって、金銭を対価として本種類株式の全部または一部を取得することができます

（以下「強制償還」といいます。）。当該時点における当社普通株式の市場価格が当該時点における取得

価額よりも高い場合には本種類株式の取得請求が行われることが合理的に期待されるため、当社は、

2016年５月21日以降、本種類株式の処理について、その時点における当社の業績、財政状態、資金繰

り及び株価水準並びにそれらの見込みに基づき、強制償還か、当社普通株式への転換を促進するかを、

その裁量で決定できることとなります。なお、本種類株式について、強制償還がなされる場合には当社

普通株式の希薄化は発生せず、また、当社普通株式の市場価格が高い水準となる場合には市場価格に応

じて取得価額が修正され、金銭を対価とする本種類株式の取得を事前に通知することで修正後の取得価

額での普通株式への転換を促進することができるため、当社普通株式の希薄化に一定の制限を課すこと

が可能であると考えております。 

（オ）20年後における普通株式を対価とする一斉取得条項 

本種類株式には、当社が、取得請求期間の末日（2031年５月20日）までに取得請求のなかった本種

類株式の全部を、その翌日（以下「一斉取得日」といいます。）をもって、本種類株式数に本種類株式

１株当たりの払込金額を乗じた額を一斉取得日に先立つ５連続取引日の東京証券取引所における当社

普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値（但し、上限取得価額及び下限取得価額を上限及び下限とし

ます。）で除した数の普通株式を交付するのと引換えに取得することができる取得条項が付されており

ます。 
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３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期 

（１）調達する資金の額 

①払 込 金 額 の 総 額 4,500,000,000円 

②発行諸費用の概算額 50,000,000円 

③差 引 手 取 概 算 額 4,450,000,000円 

※ 発行諸費用の概算額には、消費税を含んでおります。 

※ 発行諸費用のうち主なものは、登録免許税、フィナンシャル及びリーガル・アドバイザリー・フィー、本種類株

式に関する価値算定費用です。 

 

（２）調達する資金の具体的な使途 

本件第三者割当による手取概算額は、本事業構造改革に従い、店舗網の再構築に伴う新規出店及び店舗レイ

アウト・什器・設備の変更等の店舗活性化に伴う支出に2,730百万円、短期借入金返済に1,720百万円を充当

する予定であります。 

具体的な使途 金額（百万円） 支出予定時期 

1,170 2011年５月～2012年２月 店舗網の再構築に伴う新規出店及び店舗レイア

ウト・什器・設備の変更等の店舗活性化に伴う支出 1,560 2012年３月～2013年２月 

短期借入金返済 1,720 2011年５月～2012年２月 

合計 4,450  

※調達資金を実際に支出するまでは、銀行口座にて管理いたします。 

 

４．資金使途の合理性に関する考え方 

当社は、「２．募集の目的及び理由」に記載のとおり、ますます競争が激化する北東北エリアにおいて、競争

に打ち勝ち、再度成長軌道へ回帰するためには、イオングループのスケールメリットを活かした仕入コストの削

減、新規仕入先の開拓、商品構成の見直しを実施するとともに、店舗レイアウト・什器・設備の変更による継続

的な店舗オペレーションコストの削減等を行うことにより収益力の向上を図ることが必要と考えております。加

えて、当社の店舗網を再構築し、より効果的な出店戦略を確立するとともに、既存店における効率的な資産運用・

活用方法の総合的検討を行うことが必要不可欠であると判断しております。本件第三者割当による調達資金を、

かかる収益力の向上及び店舗網の再構築のための新規出店及び店舗活性化に伴う支出に充当することは、当社収

益力の向上に結びつくとともに、当社の企業価値を中長期的に高めることになるものと考えております。 

また、財務面では、当社の純資産が大きく減少し、自己資本比率が低下している状況の下、本件第三者割当に

よる資金調達により資本の充実をはかるとともに、調達資金の一部を有利子負債の返済に充当することは、当社

の財務体質の抜本的強化に資するものであり、経営環境の変化等への柔軟な対応、並びに本事業構造改革の実現

を可能とする安定した財務基盤を確立・強化することに資するものと考えており、本資金使途は当社にとって十

分な合理性があるものと判断しております。 

 

５．発行条件等の合理性 

（１）払込金額の算定根拠及びその具体的内容 

当社は、株価変動率、本種類株式の配当条件、本種類株式の株主が負担することとなるクレジット・コスト

及び普通株式を対価とする取得請求権等の本種類株式の価値に影響を与える様々な諸条件を考慮し、当社の置

かれた事業環境及び財務状況等を総合的に勘案の上、一般的な価格算定モデルである二項格子モデルにより算

定した下記算定結果も参考に、割当予定先との協議・交渉を経た結果、１株当たりの払込金額を 10,000,000

円と決定いたしました。当社は、資本増強及び成長戦略投資に必要な資金の全額が本件第三者割当により確保

できる見込であること、上記「２．募集の目的及び理由」に記載した当社の置かれた様々な環境・諸事情及び

現在の我が国の金融・経済状況等を勘案し、本種類株式の払込金額は公正な水準であるものと判断しておりま

す。 

なお、当社は、本種類株式の払込金額の決定に際して、公正性を期すため、本種類株式の価値についての客

観的かつ定量的な算定を得ることが必要であると判断し、当社から独立した第三者算定機関である株式会社Ｋ
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ＰＭＧ ＦＡＳ（以下「ＫＰＭＧ ＦＡＳ」といいます。）に本種類株式の株式価値の算定を依頼し、同社より、

本種類株式の価値評価報告書を取得いたしました。当該価値評価報告書においては、一般的な価格算定モデル

である二項格子モデルに基づき一定の前提を置いた上で算定された結果、本種類株式の価格は、１株当たり

9,332千円～9,977千円とされております。なお、当社は、ＫＰＭＧ ＦＡＳから払込金額の公正性に関する意

見書（フェアネス・オピニオン）は取得しておりません。 

また、発行決議に際しまして、当社監査役４名（うち社外監査役３名）のうち、本日取締役会に出席し本件

第三者割当に関する審議に参加した当社監査役３名全員（うち社外監査役２名）より、本種類株式の価値及び

価値に影響を与える様々な諸条件に関して、独立した第三者算定機関であるＫＰＭＧ ＦＡＳより取得してい

る価値評価報告書記載の結果、並びに独立した第三者である三井法律事務所より取得している本件第三者割当

には必要性及び相当性が認められる旨の意見書、及び本件第三者割当は有利発行に該当しないという結論に合

理性が認められる旨の意見書も考慮した上で、本種類株式の払込金額が割当予定先に特に有利でない旨の意見

を得ております。なお、当社監査役井上紀一氏は、イオンの従業員であり、潜在的な利益相反を回避する観点

から、当社取締役会の本件第三者割当に関する議案にかかる審議に際しては会場を退席し、審議に参加してお

りません（下記「10．支配株主との取引等に関する事項」をご参照下さい。）。 

 

（２）発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 

本種類株式には、当社普通株式を対価とする取得請求権が付与されておりますが、現時点において取得請求

権における当初取得価額を算定する基準日が到来しておらず、本種類株式の当初取得価額は、取得請求期間の

初日（2016年５月21日）に先立つ５連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の

終値の平均値に相当する額で決定されます。また、取得価額の上限及び下限はそれぞれ2011年５月19日まで

の直近の５連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値または 251

円のいずれか高い金額の150％に相当する額及び50％に相当する額となります。 

 

上記のとおり、現時点において本種類株式の取得価額の上限及び下限を算定する基準日が到来していないこ

とから、本種類株式の当初取得価額を本種類株式の発行決議日の前営業日（2011 年４月４日）における終値

（592円）が、2011年5月19日までの直近の５連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取

引の毎日の終値の平均値に相当する額に等しいと仮定し、計算した場合、下限取得価額は296.0円となります。

下限取得価額を 296.0 円と仮定とした場合には、2011 年４月４日現在の当社普通株式の発行済株式総数

12,000,000株及び総議決権数119,876個に対する潜在株式数15,202,702株及び潜在議決権数152,027個の比

率は、それぞれ 126.69％、126.82％（小数点以下第３位を四捨五入）となり、 大の希薄化率は以下のとお

り計算されます。 

 

 2011年４月４日時点 

総議決権数 119,876個 

大潜在議決権数 152,027個 

希薄化率 126.82％ 

（注）１ 大潜在株式数は、全ての取得請求権が2011年４月４日における終値（592円）を基準

に計算した下限取得価額296.0円で行使された場合において交付されるべき普通株式の

数をいいます。但し、取得価額の調整による影響は考慮していません。 

   ２ 希薄化率は、（ 大潜在議決権数÷現在における総議決権数）×100％（小数点以下第３

位を四捨五入）により算出しています。 

   ３  総議決権数は、2011 年４月４日現在の株主名簿の記載内容が確認できないため、2011

年２月20日現在の発行済株式総数から2011年２月20日現在の自己株式7,665株及び直

前の基準日（2011 年２月 20 日）における株主名簿に記載された単元未満株式数 4,735

株を控除したものを当社単元株式数である100株で除して算出しております。 

上記のとおり、本種類株式が普通株式に転換された場合には相応の株式の希薄化が生じることになりますが、

当社といたしましては、以下の観点から発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断しております。 
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① 本種類株式の発行は、自己資本を増強し、財務基盤の強化を図ることにより、経営基盤を安定化させ、

本事業構造改革の実行を可能とすることを目的としたものであり、企業価値ひいては株主の皆さま共同

の利益に寄与するものと考えられること。 

② ５年間の取得請求不能期間を設けることで、本事業構造改革の実行による企業価値向上のための時間的

猶予が確保される商品設計としていること。 

③ 当初取得価額の決定を５年後とし、さらに取得価額が修正基準日の翌日以降、各修正基準日までの直近

の５連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値に相当する額

に修正されることとすることにより、当社の企業価値の向上の過程を株価が随時反映することにより希

薄化率が小さなものとなることが期待され、また、取得価額の下限を 2011 年５月 19 日までの直近の５

連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値または 251 円のい

ずれか高い金額を基準に設定することによって予め 大希薄化率が規定される商品設計としていること。 

④ 本種類株式には、発行から５年後以降における金銭を対価とする取得条項が付されており、当社は、2016

年５月21日以降いつでも強制償還が可能であるところ、当該時点における当社普通株式の市場価格が当

該時点における取得価額よりも高い場合には本種類株式の取得請求が行われることが合理的に期待され

るため、当社が、2016年５月21日以降、本種類株式の処理について、その時点における当社の業績、財

政状態、資金繰り及び株価水準並びにそれらの見込みに基づき、強制償還か、当社普通株式への転換を

促進するかを、その裁量で決定できることとなり、かかる場合、本種類株式について、強制償還がなさ

れる場合には当社普通株式の希薄化は発生せず、また、当社普通株式の市場価格が高い水準となる場合

には市場価格に応じて取得価額が修正され、金銭を対価とする本種類株式の取得を事前に通知すること

で修正後の取得価額での普通株式への転換を促進することができるため、当社普通株式の希薄化に一定

の制限を課すことが可能となる商品設計としていること。 

 

６．割当予定先の選定理由等 

（１）割当予定先の概要 

（１）名称 イオン株式会社 

（２）所在地 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１ 

（３）代表者の役職・氏名 取締役兼代表執行役社長 岡田 元也 

（４）事業内容 総合スーパー（ＧＭＳ）を核とした総合小売事業、専門店事業、ディベロッ

パー事業、サービス等事業 

（５）資本金 199,054百万円 

（６）設立年月日 1926年９月21日 

（７）発行済株式総数 800,446,214株 

（８）決算期 ２月末日 

（９）従業員数 74,499人（連結） 

（10）主要取引銀行 みずほコーポレート銀行 

（11）大株主及び持株比率 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 5.80％

 三菱商事株式会社 5.05％

 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 4.21％

 株式会社みずほコーポレート銀行 2.99％

 財団法人イオン環境財団 2.64％

 財団法人岡田文化財団 2.51％

 農林中央金庫 2.27％

 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９） 1.85％

 イオン社員持株会 1.66％

 イオン共栄会（野村證券口） 1.32％

（12）当社との関係  

 資本関係 割当予定先は当社の普通株式を8,074千株保有しております。 
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 人的関係 当社取締役豊田靖彦氏及び当社監査役井上紀一氏は割当予定先の従業員であ

ります。 

 取引関係 当社は、割当予定先とコーポレート負担金・ブランドロイヤルティーに関す

る契約を締結しております。 

 関連当事者への該当状況 当社の関連当事者に該当 

（13） 近３年間の経営成績及び財政状態（単位：百万円。特記しているものを除く。） 

決 算 期 2008年２月期 2009年２月期 2010年２月期 

連 結 純 資 産 1,167,477 1,105,712 1,144,434

連 結 総 資 産 3,591,406 3,741,447 3,785,288

１株当たり連結純資産（円） 1,136.73 1,073.13 1,098.56

連 結 売 上 高 4,650,088 4,706,069 4,542,599

連 結 営 業 利 益 156,040 124,373 130,193

連 結 経 常 利 益 166,326 126,030 130,198

連 結 当 期 純 利 益 43,932 △2,760 31,123

１株当たり連結当期純利益（円） 55.75 △3.61 40.68

１ 株 当 た り 配 当 金 （ 円 ） 17.00 17.00 20.00

（2010年11月末時点） 

 

割当予定先であるイオンは、会社の沿革、役員、主要株主等について有価証券報告書等において公表している上

場会社（東京証券取引所市場第一部に上場）であり、反社会的勢力を排除するために、取引を含めた一切の関係を

遮断し、また、不当要求に対しては対応責任部署を明確にし、民事及び刑事の法的対応も含め、外部専門家とも緊

密な連携を持って、組織として対応することとしております。 

以上の内容について、当社は、割当予定先が東京証券取引所に提出している「コーポレート・ガバナンス報告書」

に記載している「内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」で確認しており、割当予定先、割

当予定先の役員もしくは子会社または割当予定先の主要株主が反社会的勢力とは関係がないものと判断しており

ます。 

 

（２）割当予定先を選定した理由 

当社は、資金調達の可能性について複数の選択肢を検討してまいりましたが、当社を取り巻く経営環境、経

済情勢や資本市場の状況を勘案し、当社が必要と考える資本増強及び財務基盤の強化を迅速かつ確実に実現す

るためには、北東北エリアにおけるグループ企業との協業を通じて事業上のつながりが深く、本事業構造改革

の実現がグループとしての北東北エリアにおける事業基盤の強化に直結するものとして、本事業構造改革の基

本方針にもご理解をいただいた当社の親会社であるイオンを本種類株式の割当予定先とすることが 善の選

択肢であると判断いたしました。 

なお、当社と割当予定先との間では、当社に対する出資及び当社の運営等に関する事項について引受契約を

締結しており、その概要は以下のとおりです。 

（ア）譲渡制限 

割当予定先は、当社の取締役会決議による事前の承認がない限り、本種類株式（本種類株式の転換後

の普通株式を含む。）の全部または一部について、第三者に対する譲渡、担保権の設定その他一切の処

分を行うことができない。 

（イ）取締役２名の指名権付与 

割当予定先は、当社の取締役２名を指名する権利を行使することができ、当社の取締役の人数を７名

から変更する場合には、割当予定先の事前の書面による承諾を要する。 

（ウ）当社の義務 

当社は、割当予定先に対して、一定の重要事項の報告及び事前承認義務、並びに事業計画の実施等の

努力義務等を負っている。 
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（３）割当予定先の保有方針 

当社は、割当予定先から、本種類株式を中長期的に保有する意向であるとの報告を受けております。また、

上記「（２）割当予定先を選定した理由（ア）譲渡制限」に記載のとおり、当社は割当予定先との間で、当社

の取締役会決議による事前の承認がない限り、本種類株式（本種類株式の転換後の普通株式を含む。）の全部

または一部について、第三者に対する譲渡、担保権の設定その他一切の処分を行うことができない旨を合意し

ております。 

 

（４）割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容 

当社は割当予定先が提出した直近の有価証券報告書（2010年５月14日提出）及び当該有価証券報告書の提

出後に提出された各四半期報告書の財務諸表等を確認した結果、払込金額に相当する額以上の現金及び預金が

流動資産として計上されており、割当予定先が本件第三者割当の払込みについて問題のないことを確認してお

ります。 

 

７．募集後の大株主及び持株比率 

（１）普通株式 

本種類株式による潜在株式数につきましては、現時点において合理的に見積もることが困難なことから本種

類株式募集後の普通株式の大株主及び持株比率の算出にあたっては、計算に含めておりません。 

募集前（2011年２月20日現在） 募集後 

イオン株式会社 67.29％ 同左 

マックスバリュ東北従業員持株会 3.22％  

ＭＶ東北共栄会 2.64％  

マックスバリュ西日本株式会社 0.90％  

株式会社大商 0.54％  

岡田 卓也 0.40％  

株式会社松紀 0.32％  

日本興亜損害保険株式会社 0.30％  

東京海上日動火災保険株式会社 0.30％  

株式会社北都銀行 0.25％  

 

（２）Ａ種種類株式 

募集前 募集後 

該当なし イオン株式会社 100.00％

 

８．今後の見通し 

本件第三者割当による調達額は本事業構造改革の基本方針に沿って、当社収益力の向上及び店舗網の再構築を

実現するための新規出店及び店舗活性化に伴う支出並びに有利子負債の返済に充当する予定であり、中長期的な

収益基盤の強化・拡大及び財務基盤の確立・強化に資するものと考えております。 

当社は、イオンの連結子会社としての資本関係を維持しながらも、イオングループにおける北東北エリアの中

核企業として引き続き一定の自主性・独立性を保ち、上場を維持し、イオングループとの一層の協業関係の強化

も含めた本事業構造改革の実施による収益基盤の強化・拡大及び財務基盤の確立・強化をはかり企業価値を高め

ていくことが、当社の株主の皆さま、ひいてはイオングループとしての利益向上に繋がるものと考えております。 

 

９．企業行動規範上の手続に関する事項 

本件第三者割当は、希薄化率が 25％以上となる可能性があることから、東京証券取引所の定める有価証券上

場規程第432条の定めに従い、本件第三者割当の必要性及び相当性について独立した第三者である三井法律事務

所から下記大要による2011年４月５日付意見書を入手しております。 

（１）本種類株式発行の必要性 
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当社は、営業基盤とする北東北エリアにおいて、お客さまの生活防衛意識の高さ、低価格志向の強まり、少

子高齢化に伴う人口減少による商圏の縮小、競合他社との価格競争の激化など、全国的にみても特に厳しい経

営環境の中で、当社の営業基盤エリアにおける競争激化に伴う収益力の低下を主たる要因として、業績不振店

舗の固定資産等についての減損損失などにより、2005年度から2010年度までの累計で4,498百万円の当期純

損失を計上したことで、自己資本比率が低下している状況にある。また、直近の予期せぬ東日本大震災の発生

による影響で消費環境の先行きの不透明感が一層高まっている。 

今後当社は、ますます競争が激化する北東北エリアにおいて競争に打ち勝ち、2013年度には北東北売上高

ＮＯ．１の座を奪還し、再度成長軌道へ回帰するための本事業構造改革を実現するためには、抜本的な事業構

造改革を実行する必要があると考えており、それを実現するためには、速やかに45億円の資金調達・資本増

強を行うことが必要であると考えている。 

当社の財務状況及び当社の主な活動地域である北東北エリアにおける今後の経済状況、消費動向等の予測に

照らして、当社にとって、本事業構造改革を達成するために本件第三者割当による資金を調達する必要性が認

められる。したがって、本件第三者割当の必要性が認められると考える。 

（２）第三者割当による種類株式発行の相当性について 

（ア）本種類株式発行の適法性について 

本種類株式発行の払込金額は、独立した第三者算定機関であるＫＰＭＧ ＦＡＳによる価値算定結果や本種

類株式の発行条件、その他本種類株式の価値に影響を与える諸条件に鑑みて、特に有利な金額には該当しない

と考えられる。また、その他、本種類株式の発行の違法性を推認させる事情は見当たらない。 

（イ）第三者割当増資による種類株式発行を選択することの相当性について 

①資本性資金調達の必要性 

当社は、業績不振店舗の固定資産等についての減損損失などにより、2005年度から2010年度までの累計

で4,498百万円の当期純損失を計上したことで、2005年度期首時点の純資産8,023百万円、自己資本比率

29.8％が2010年度期末には純資産1,968百万円、自己資本比率7.2％まで低下している財務状況にあり、

かかる状況に鑑みると、資本性の調達を行うことに合理性が認められる。 

②公募調達の困難性 

今回の発行予定額は、当社の発行済株式の時価総額と比較して多額であり、また、現在の経済情勢や東

日本大震災の発生により混乱する資本市場の状況並びに当社普通株式の株価水準、株式流動性を勘案すると、

必要となる資金を公募増資で調達することは困難な状況にある。 

③割当先選定の合理性 

本種類株式は、発行後５年後以降に取得請求が可能とされる等、中長期的視野に基づき設計されている

ところ、北東北エリアにおけるグループ企業間での協業を通じて事業上のつながりが深く、本事業構造改革

の実現がグループとしての北東北エリアにおける事業基盤の強化に直結するものとして、本事業構造改革の

基本方針にも理解を表明している当社の親会社であるイオンによる出資を受けることが 善の選択肢であ

るとの結論に不合理な点はなく、イオンを本種類株式の割当先として選定することは、既存株主を含む当社

のステークホルダーの利益にも資するといえる。したがって、割当先の選定に合理性が認められる。 

④種類株式発行の合理性 

普通株式による増資を選択した場合、直ちに当社の普通株式の発行済株式総数が増加し、普通株式の株

式市場における需給関係に重大な影響を及ぼす可能性があり、他の株主への影響が非常に大きいことから、

本種類株式を発行することの合理性が認められる。 

⑤借入、社債発行等による資金調達手段の困難さ 

前記①に記載される当社の財務状況に鑑みると、借入、社債発行等による資金調達は困難であり、当社

が必要な資金を確実かつ速やかに調達するためには、第三者割当による方法が も適切である。 

（ウ）発行条件の相当性について 

本種類株式の発行条件は、独立した当事者による適正な交渉の結果、定められたものであり、発行価額につ

いても、当社は、本種類株式の発行にあたり、アドバイザーとして任命した独立した第三者算定機関であるＫ

ＰＭＧ ＦＡＳによる本種類株式の評価の試算結果を参考に、発行条件を決定している。また、本種類株式の

内容についても、剰余金の配当が、普通株主または普通登録株式質権者に対する剰余金の配当と同順位とされ、
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本種類株式の保有者は株主総会において議決権を有さないものとされており、かかる内容は、既存の普通株主

にとって有利な内容といえる。また、当社普通株式を対価とする取得請求権の行使による当社普通株式の希薄

化についても、①本種類株式の発行後、５年間は本種類株式の株主による取得請求による普通株式への転換が

できないものとされており、②当該取得請求権の取得価額の上限及び下限はそれぞれ2011年５月19日までの

直近の５連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値または 251 円

のいずれか高い金額の150％に相当する額及び50％に相当する額であり、当社普通株式を対価とする取得請求

権の行使によって無限定な希薄化は生じない仕組みが採られており、③当社が本種類株式の強制償還を行う権

利を有するため、2016年５月21日以降、本種類株式の処理について、当社が、その時点における当社の業績、

財政状態、資金繰り及び株価水準並びにそれらの見込みに基づき、強制償還か、当社普通株式への転換を促進

するかを決定でき、希薄化の抑制に関して一定のコントロールを及ぼすことが可能であり、④本種類株式には、

当社が、取得請求期間の末日までに取得請求のなかった本種類株式の全部を、一斉取得日をもって、本種類株

式数に本種類株式１株当たりの払込金額を乗じた額を、一斉取得日に先立つ５連続取引日の東京証券取引所に

おける当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値（但し、上限取得価額及び下限取得価額を上限及び下限

とする。）で除した数の普通株式を交付するのと引換えに本種類株式の全部を取得することができる取得条項

が付されていることから、本種類株式に関しては、当社普通株式を対価とする取得請求権の行使による過度の

希薄化を抑制するための仕組みが採られていると考えられる。これらの点を考慮すると、当社普通株式を対価

とする取得請求権の行使により生じる当社普通株式の希薄化の規模は、自己資本を増強し財務基盤の強化を図

ることにより、経営基盤を安定化させ、本事業構造改革の実行を可能とするという本種類株式の発行の目的に

照らして合理的であると考えられる。上記の点を総合的に考慮すると、本種類株式の発行条件について、その

相当性が認められる。 

（３）結論 

以上より、本件第三者割当による本種類株式の発行については、必要性及び相当性が認められる。 

 

10．支配株主との取引等に関する事項 

本件第三者割当は支配株主との取引等に該当します。当社はコーポレート・ガバナンス報告書の「Ⅰコーポレ

ート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報」及び「４．その他コーポ

レート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情」において、「支配株主との取引を行う際における少数

株主の保護に関する指針」について、「当社にとってイオン株式会社は、親会社として影響力を有しております

が、親会社及びイオングループ各社との取引条件の決定については、その都度、経済条件など、通常の取引と同

様に決定し、取締役会等の承認手続きを行っております。」と記載しております。当該指針への本件第三者割当

の適合状況は以下のとおりです。 

 

まず、当社は、当該指針に従い、取締役会において本件第三者割当の内容及び条件の妥当性について審議した

上、本件第三者割当を行うことを決議いたしました。当該取締役会においては、割当予定先であるイオンの従業

員を兼務している当社取締役豊田靖彦氏は欠席しており、また、イオンの従業員を兼務している当社監査役井上

紀一氏は、潜在的な利益相反を回避する観点から、当社取締役会の本件第三者割当に関する議案にかかる審議に

際しては会場を退室し、審議に参加しておりません。なお、豊田靖彦氏及び井上紀一氏は、当社の立場において

イオンとの協議・交渉にも参加しておりません。 

さらに、当該取締役会においては、豊田靖彦氏以外の当社取締役全員が本件第三者割当に関する議案にかかる

審議及び決議に参加し、参加した当社取締役の全員一致で決議が行われております。また、当該取締役会におい

ては、井上紀一氏以外の当社監査役全員が本件第三者割当に関する議案にかかる審議に参加し、当該審議に参加

した当社監査役全員が当該議案の承認について異議がない旨の意見を述べております。 

加えて、当該取締役会決議の方法その他の利益相反を回避するための措置に関して、法務アドバイザーである

弁護士法人淀屋橋・山上合同の法的助言を得ております。 

また、当社は、公正性を担保する措置として、当社及び当社の支配株主であるイオンから独立した第三者算定

機関であるＫＰＭＧ ＦＡＳを選定の上、本種類株式の株式価値の算定を依頼し、同社より、本種類株式の価値

評価報告書を取得いたしました。当該価値評価報告書においては、一般的な価格算定モデルである二項格子モデ
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ルに基づき一定の前提を置いた上で算定された結果、本種類株式の価格は、１株当たり9,332千円～9,977千円

とされております。なお、当社は、ＫＰＭＧ ＦＡＳから発行価額の公正性に関する意見書（フェアネス・オピ

ニオン）は取得しておりません。また、ＫＰＭＧ ＦＡＳは、当社の支配株主であるイオンとの間で現在利害関

係を有しておりません。 

さらに、当社は、東京証券取引所の有価証券上場規程第441条の２に則り、下記大要のとおり、三井法律事務

所より本件第三者割当が少数株主にとって不利益ではないとの意見を、2011年４月５日付で入手しております。 

 

本種類株式の発行価額については、公正性を担保するために独立した第三者算定機関であるＫＰＭＧ ＦＡＳ

を選定の上、同社から取得した本件種類株式の株式価値に関する評価書を参考に決定しているが、当該評価書の

評価モデル選択の合理性、本種類株式の評価における前提条件等の合理性、その他の事情に照らして、当該評価

書の内容につき、合理性を疑わせるに足る事情は認められず、算定結果の合理性が認められる。そして、当該算

定結果に基づけば、本件第三者割当に係る払込金額は、「特に有利な金額」（会社法第199条第３項）には該当し

ないと考える。したがって、本件第三者割当における対価の公正性について特に問題となる事情はみあたらない。

また、本種類株式の発行による調達資金を、収益構造の強化・拡充、将来の成長性確保のための本事業構造改革

における新規出店及び店舗活性化に伴う支出、並びに有利子負債の返済に充当することは、当社収益力の向上及

び財務基盤の強化に結びつくとともに、当社の企業価値を中長期的に高めるものと認められる。さらに、当社は、

再度成長軌道へ回帰するための本事業構造改革を実現するためには、速やかに45億円の資金調達・資本増強を

行う必要がある。したがって、当該増資における資金調達の必要性が認められ、調達資金を、収益構造の強化・

拡充、将来の成長性確保のための本事業構造改革における新規出店及び店舗活性化に伴う支出、並びに有利子負

債の返済に充当するという資金使途には不合理な点は認められない。かかる点を考慮すると、本種類株式発行の

目的について、合理性が認められる。また、当社は、上記のとおり、本件第三者割当が支配株主との取引に該当

することから、利益相反を回避するために取引内容及び条件の妥当性について取締役会等で慎重に検討した上で、

本件第三者割当を行うことを決定した。当該取締役会においては、割当予定先であるイオンの従業員を兼務して

いる当社取締役豊田靖彦氏は欠席しており、また、イオンの従業員を兼務している当社監査役井上紀一氏は、潜

在的な利益相反を回避する観点から、当社取締役会の本件第三者割当に関する議案にかかる審議に際しては会場

を退室し、審議に参加していない。なお、豊田靖彦氏及び井上紀一氏は、当社の立場においてイオンとの協議・

交渉にも参加していない。本件第三者割当に関する議案にかかる審議に参加した監査役３名（うち社外監査役２

名）はいずれも、当社の取締役会が、利益相反を回避するために取引内容及び条件の妥当性について慎重に検討

した上で、本件第三者割当を行う旨の決議をすることにつき異議がない旨の意見を述べた。さらに、利益相反防

止に関する当社の指針に従い、取締役会における利益相反を回避する措置を講じ、また、当該取締役会決議の方

法その他の利益相反を回避するための措置に関して、法務アドバイザーである弁護士法人淀屋橋・山上合同の法

的助言を得ている。このように、交渉過程の手続において、支配株主との利益相反を回避するために適正な手続

が採られている。 

以上より、本件第三者割当における対価の公正性について問題はなく、発行条件の決定手続についても、当社

とイオンとの間で生ずる利益相反を回避する措置が適切にとられていることから、本件第三者割当は少数株主に

不利益を与えるものではないと判断される。 

 

11． 近３年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況 

（１） 近３年間の業績（非連結） （単位：千円。特記しているものを除く。） 

 2009年２月期 2010年２月期 2011年２月期 

営 業 収 益 92,664,071 89,953,002 90,894,397

営 業 利 益 23,244 284,257 537,117

経 常 利 益 21,600 265,736 469,653

当 期 純 利 益 △1,967,096 263,961 △373,747

１株当たり当期純利益（円） △164.02 22.01 △31.17

１ 株 当 た り 配 当 金 （ 円 ） － － －

１ 株 当 た り 純 資 産 （ 円 ） 174.48 195.07 163.82
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（２）現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況（2011年４月４日現在） 

 株 式 数 発行済株式数に対する比率 

発 行 済 株 式 数 12,000,000株 100.00％

現時点の転換価額（行使価額）に 

お け る 潜 在 株 式 数 

6,500株 0.05％

下限値の転換価額（行使価額）に 

お け る 潜 在 株 式 数 

－ －

上限値の転換価額（行使価額）に 

お け る 潜 在 株 式 数 

－ －

（注）本種類株式の発行による潜在株式の増加を含みません。 

 

（３） 近の株価の状況 

  ① 近３年間の状況 

 2009年２月期 2010年２月期 2011年２月期 

始  値 794円 600円 610円

高  値 794円 698円 686円

安  値 490円 515円 555円

終  値 596円 608円 632円

 

  ② 近６ヶ月間の状況 

 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 

始  値 603円 602円 638円 677円 680円 619円

高  値 623円 647円 678円 680円 686円 619円

安  値 585円 595円 638円 668円 610円 435円

終  値 602円 636円 678円 680円 613円 604円

 

③発行決議日前営業日株価 

 2011年４月４日 

始  値 601円

高  値 601円

安  値 592円

終  値 592円

 

（４） 近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

該当事項はありません。 

 

12．本種類株式の発行日程 

（１）取締役会決議日  2011年４月５日 

（２）定時株主総会開催日  2011年５月17日（予定） 

（３）定款変更の効力発生日  2011年５月17日（予定） 

（４）払込期日   2011年５月19日（予定） 

 

13．発行要項 

 別紙「マックスバリュ東北株式会社Ａ種種類株式発行要項」をご参照下さい。 

 

以上
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別紙「マックスバリュ東北株式会社 A 種種類株式発行要項」 

 

A 種種類株式発行要項 
 

1. 株式の名称 

マックスバリュ東北株式会社 A 種種類株式（以下「A 種種類株式」という。） 

2. 募集株式の数 

450 株 

3. 募集株式の払込金額 

1 株につき 10,000,000 円 

4. 増加する資本金及び資本準備金 

資本金 2,250,000,000 円（1 株につき、5,000,000 円） 

資本準備金 2,250,000,000 円（1 株につき、5,000,000 円） 

5. 払込金額の総額 

4,500,000,000 円 

6. 申込期日 

2011 年 5 月 19 日 

7. 払込期日 

2011 年 5 月 19 日 

8. 発行方法 

第三者割当の方法により、全ての A 種種類株式をイオン株式会社に割り当てる。 

9. 剰余金の配当 

(1) A 種期末配当金 

(a) 当会社は、普通株式を有する株主（以下「普通株主」という。）または普通株

式の登録株式質権者（以下「普通登録株式質権者」という。）に対して剰余金

の期末配当を行うときは、当該剰余金の期末配当に係る基準日の 終の株主

名簿に記載または記録された A 種種類株式を有する株主（以下「A 種種類株

主」という。）または A 種種類株式の登録株式質権者（以下「A 種種類登録株

式質権者」という。）に対し、A 種種類株式 1 株につき、下記(b)に定める額（以

下「A 種期末配当金」という。）を、剰余金の期末配当として、普通株主また

は普通登録株式質権者に対する剰余金の期末配当と同順位にて支払う。 

(b) A 種期末配当金の額は、普通株式 1 株当たりの期末配当額を、当該剰余金の期

末配当に係る基準日に先立つ 45 取引日（株式会社東京証券取引所（その承継

人を含み、以下「東京証券取引所」という。また、当会社の普通株式が東京

証券取引所に上場していない場合は、当会社の普通株式を上場または登録し

ている他の金融商品取引所または店頭売買有価証券市場（複数ある場合は、
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当会社の普通株式の出来高、値付率等を考慮しても も適切と判断される金

融商品取引所または店頭売買有価証券市場）をいう。以下同じ。）が開設され

ている日をいい、終値が発表されない日を含まない。以下同じ。）目に始まる

30 連続取引日の東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日

の終値（気配表示を含む。以下同じ。）の平均値で除した値に、10,000,000 円

を乗じた額（円位未満小数第 1 位まで算出し、その小数第 1 位を四捨五入す

る。）とする。 

(2) A 種中間配当金 

(a) 当会社は、普通株主または普通登録株式質権者に対して中間配当を行うとき

は、当該中間配当に係る基準日の 終の株主名簿に記載または記録された A

種種類株主または A 種種類登録株式質権者に対し、A 種種類株式 1 株につき、

下記(b)に定める額（以下「A 種中間配当金」という。）を、中間配当として、

普通株主または普通登録株式質権者に対する中間配当と同順位にて支払う。 

(b) A 種中間配当金の額は、普通株式 1 株当たりの中間配当額を、当該中間配当に

係る基準日に先立つ 45 取引日目に始まる 30 連続取引日の東京証券取引所に

おける当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値で除した値に、

10,000,000 円を乗じた額（円位未満小数第 1 位まで算出し、その小数第 1 位を

四捨五入する。）とする。 

10. 残余財産の分配 

当会社は、残余財産を分配するときは、A種種類株主またはA種種類登録株式質権者

に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、A種種類株式1株につき

10,000,000円を支払う。A種種類株主またはA種種類登録株式質権者に対しては、上記

のほか残余財産の分配を行わない。 

11. 議決権 

A種種類株主は、株主総会において議決権を有しない。 

12. 普通株式を対価とする取得請求権 

A種種類株主は、2016年5月21日以降2031年5月20日（同日を含む。）までの間（以下

「取得請求期間」という。）いつでも、法令の定める範囲内において、当会社に対し

て、次に定める数の普通株式（以下「請求対象普通株式」という。）の交付と引換え

に、その有するA種種類株式の全部または一部を取得することを請求することができ

るものとし、当会社は、当該請求に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、請求

対象普通株式を、当該A種種類株主に対して交付するものとする。但し、取得請求の

日において、請求対象普通株式数が、当会社の発行可能普通株式総数から発行済普通

株式数を控除して得られた株式数を上回る場合には、当会社は、当該株式数の範囲内

において、A種種類株主に対して交付する普通株式の数が 大となるように、取得請

求されたA種種類株式の数に応じた比例按分その他当会社の取締役会が決定する方
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法により、当該取得請求に係るA種種類株式の一部を取得する。なお、かかる方法に

従い取得されなかったA種種類株式については、取得請求がなされなかったものとみ

なす。 

(1) A 種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数 

A 種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、取得請求に係る A 種種

類株式の数に 10,000,000 円を乗じて得られる額を、下記(2)乃至(4)で定める取得価

額で除して得られる数とする。なお、A 種種類株式の取得と引換えに交付する普

通株式の数に 1 株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、こ

の場合においては、会社法第 167 条第 3 項に定める金銭の交付はしない。 

(2) 当初取得価額 

取得価額は、当初、取得請求期間の初日に先立つ 5 連続取引日（以下、本(2)にお

いて「当初取得価額算定期間」という。）の東京証券取引所における当会社の普通

株式の普通取引の毎日の終値の平均値（円位未満小数第 2 位まで算出し、その小

数第 2 位を四捨五入する。）（以下「当初取得価額」という。）とする。但し、当初

取得価額が下記(3)に定める下限取得価額を下回る場合は、当初取得価額は下限取

得価額とし、当初取得価額が下記(3)に定める上限取得価額を上回る場合は、当初

取得価額は上限取得価額とする。なお、当初取得価額算定期間中に下記(4)に規定

する事由が生じた場合、上記の終値の平均値は下記(4)に準じて当会社が適当と判

断する値に調整される。 

(3) 取得価額の修正 

取得価額は、取得請求期間中、毎年 5 月 20 日及び 11 月 20 日（但し、当該日が取

引日でない場合にはその直前の取引日。以下、それぞれ「修正基準日」という。）

の翌日以降、修正基準日における時価（以下に定義される。）に相当する額に修正

される（以下、かかる修正後の取得価額を「修正後取得価額」という。）。但し、

修正後取得価額が下限・上限取得価額算定基準価額（以下に定義される。）の 50％

に相当する額（但し、下記(4)に規定する事由が生じた場合、下記(4)に準じて調整

されるものとし、以下「下限取得価額」という。）を下回る場合には、修正後取得

価額は下限取得価額とし、修正後取得価額が下限・上限取得価額算定基準価額の

150％に相当する額（但し、下記(4)に規定する事由が生じた場合、下記(4)に準じ

て調整されるものとし、以下「上限取得価額」という。）を上回る場合には、修正

後取得価額は上限取得価額とする。 

「下限・上限取得価額算定基準価額」は、2011 年 5 月 19 日（同日を含む。）まで

の直近の 5 連続取引日（以下、本(3)において「下限・上限取得価額算定基準価額

算定期間」という。）の東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎

日の終値の平均値（円位未満小数第 1 位まで算出し、その小数第 1 位を四捨五入

する。）または 251 円のいずれか高い金額とする。なお、下限・上限取得価額算定
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基準価額算定期間中に下記(4)に規定する事由が生じた場合、下限・上限取得価額

算定基準価額は下記(4)に準じて当会社が適当と判断する値に調整される。 

「修正基準日における時価」は、各修正基準日（同日を含む。）までの直近の 5 連

続取引日（以下、本(3)において「取得価額算定期間」という。）の東京証券取引所

における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値（円位未満小数第 2

位まで算出し、その小数第 2 位を四捨五入する。）とする。なお、取得価額算定期

間中に下記(4)に規定する事由が生じた場合、上記の終値の平均値は下記(4)に準じ

て当会社が適当と判断する値に調整される。 

(4) 取得価額の調整 

(a) 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額（下

限取得価額及び上限取得価額を含む。以下同じ。）を調整する。 

① 普通株式につき株式の分割または株式無償割当てをする場合、次の算式に

より取得価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式に

おける「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数（但

し、その時点で当会社が保有する普通株式を除く。）」、「分割後発行済普通

株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数（但し、その時点で当会社が

保有する普通株式を除く。）」とそれぞれ読み替える。 

 

 

 

 

調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日または株式無償割当ての効力

が生ずる日（株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日）の

翌日以降これを適用する。 

② 普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる日をも

って次の算式により、取得価額を調整する。 

 

 

 

 

③ 下記(d)に定める普通株式 1 株当たりの時価を下回る払込金額をもって普

通株式を発行または当会社が保有する普通株式を処分する場合（株式無償

割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式もしくは新株予

約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(4)において同じ。）

の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合ま

たは合併、株式交換もしくは会社分割により普通株式を交付する場合を除

併合後発行済普通株式数 

併合前発行済普通株式数 
調整前取得価額 × 調整後取得価額 ＝

分割後発行済普通株式数 

分割前発行済普通株式数 
調整前取得価額 × 調整後取得価額 ＝
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（発行済普通株式数－当会社が保有

する普通株式の数） 

新たに発行する普通株式の数×1 株当たり払込金額

普通株式 1 株当たりの時価

（発行済普通株式数－当会社が保有する普通株式の数） 

＋新たに発行する普通株式の数 

く。）、次の算式（以下「取得価額調整式」という。）により取得価額を調

整する。調整後取得価額は、払込期日（払込期間を定めた場合には当該払

込期間の 終日）の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた

場合は当該基準日（以下「株主割当日」という。）の翌日以降これを適用

する。なお、当会社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式に

おける「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当会社が保有する普

通株式の数」、「当会社が保有する普通株式の数」は「処分前において当会

社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。 

 

 

 

 

 

 

 

④ 当会社に取得をさせることによりまたは当会社に取得されることにより、

下記(d)に定める普通株式 1株当たりの時価を下回る普通株式 1株当たりの

取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行また

は処分する場合（株式無償割当ての場合を含む。）、かかる株式の払込期日

（払込期間を定めた場合には当該払込期間の 終日。以下本④において同

じ。）に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日（株式無償割当

てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本④において同じ。）に、

また株主割当日がある場合はその日に、発行または処分される株式の全て

が当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし､取得価額調

整式において「1 株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算さ

れる額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日以

降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主

割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。 

⑤ 行使することによりまたは当会社に取得されることにより、普通株式 1 株

当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される

財産の合計額が下記(d)に定める普通株式 1 株当たりの時価を下回る価額

をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場

合（新株予約権無償割当ての場合を含む。）、かかる新株予約権の割当日に、

新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日（新株予約権無償割

調整後取得価額＝調整前取得価額× 

＋
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当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本⑤において同じ。）

に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが

当初の条件で行使されまたは取得されて普通株式が交付されたものとみ

なし、取得価額調整式において「1 株当たり払込金額」として普通株式 1

株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資され

る財産の普通株式 1 株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、

調整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の

翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以

降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。但し、

本⑤による取得価額の調整は、当会社または当会社の子会社の取締役、監

査役または従業員に対してストック・オプション目的で発行される普通株

式を目的とする新株予約権には適用されないものとする。 

(b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記①乃至③のいずれかに該当する場合に

は、当会社は A 種種類株主及び A 種種類登録株式質権者に対して、あらかじ

め書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他

必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行うものとする。 

① 合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、

株式移転、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する

権利義務の全部もしくは一部の承継または新設分割のために取得価額の

調整を必要とするとき。 

② 取得価額を調整すべき事由が 2 つ以上相接して発生し、一方の事由に基づ

く調整後の取得価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由に

よる影響を考慮する必要があるとき。 

③ その他、発行済普通株式数（但し、当会社が保有する普通株式の数を除く。）

の変更または変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整

を必要とするとき。 

(c) 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第 2 位まで算出

し、その小数第 2 位を四捨五入する。 

(d) 取得価額調整式に使用する普通株式 1 株当たりの時価は、調整後取得価額を

適用する日に先立つ 45 取引日目に始まる 30 連続取引日の東京証券取引所に

おける当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値（円位未満小数第 2

位まで算出し、その小数第 2 位を四捨五入する。）とする。 

(e) 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額

との差額が 1 円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。 

(5) 取得請求受付場所 

株主名簿管理人事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目 4 番 5 号 
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(6) 取得請求をしようとする A 種種類株主は、当会社の定める取得請求書に、当該取

得請求に係る A 種種類株式を表示し、その他必要事項を記載した上、取得請求期

間中に上記(5)に記載する取得請求受付場所に提出しなければならない。 

(7) 取得の効力は、取得請求書が上記(5)に記載する取得請求受付場所に到着したとき

に発生し、当会社は、A 種種類株式を取得し、当該取得請求をした A 種種類株主

は、当会社がその取得と引換えに交付すべき普通株式の株主となる。 

(8) 当会社は、取得の効力発生後、当該取得請求をした A 種種類株主に対して、当該

A 種種類株主が指定する株式会社証券保管振替機構または口座管理機関における

振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより普通株式を交付す

る。 

13. 金銭を対価とする取得条項 

(1) 当会社は、会社法第 168 条第 2 項の規定に従い、強制償還日（以下に定義する。）

の少なくとも 15 日前に A 種種類株主及び A 種種類登録株式質権者に書面により

通知することにより、2016 年 5 月 21 日以降いつでも、当会社の取締役会が別に

定める日（以下「強制償還日」という。）の到来をもって、法令の定める範囲内に

おいて、A 種種類株式の全部または一部を取得することができるものとし、当会

社は、A 種種類株式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める額（以下「強制償

還価額」という。）の金銭を A 種種類株主及び A 種種類登録株式質権者に対して

交付するものとする。なお、A 種種類株式の一部を取得するときは、抽選、按分

比例その他の方法による。 

(2) 強制償還価額は、A 種種類株式 1 株につき、(i)払込金額相当額、及び、(ii)払込金

額相当額に、払込期日（同日を含む。）から強制償還日（同日を含む。）までの期

間につき、年率 1.0％の利率で計算される金額（上記期間の実日数につき、1 年 365

日として日割計算により算出される金額とし、円位未満小数第 5 位まで算出し、

その小数第 5 位を四捨五入する。なお、当該利率で計算される金額について、さ

らに当該利率を乗じた金額を加算することはないものとする。）の合計額とする。

但し、強制償還価額が 10,000,000 円の 110％に相当する額（以下「上限強制償還

価額」という。）を上回る場合には、強制償還価額は上限強制償還価額とする。 

14. 普通株式を対価とする取得条項 

(1) 当会社は、取得請求期間中に取得請求のなかった A 種種類株式の全部を、取得請

求期間の末日の翌日（以下「一斉取得日」という。）をもって普通株式の交付と引

換えに取得するものとし、かかる A 種種類株式を取得するのと引換えに、A 種種

類株主に対して、その有する A 種種類株式数に 10,000,000 円を乗じた額を下記(2)

に定める価額（以下「一斉取得価額」という。）で除した数の普通株式を交付する

ものとする。A 種種類株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に 1 株に満
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たない端数がある場合には、会社法第 234 条に従ってこれを取扱う。 

(2) 一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ 5 連続取引日の東京証券取引所における当

会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値（円位未満小数第 2 位まで算出

し、その小数第 2 位を四捨五入する。）とする。但し、一斉取得価額が下限取得価

額を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とし、一斉取得価額が上限取得

価額を上回る場合は、一斉取得価額は上限取得価額とする。なお、一斉取得価額

算定期間中に上記 12.(4)に規定する事由が生じた場合、上記の終値の平均値は上記

12.(4)に準じて当会社が適当と判断する値に調整される。 

15. 法令変更等 

法令の変更等に伴い本要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合

には、当会社の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。 

16. その他 

上記各項は、A 種種類株式の発行に必要な手続が完了していることを条件とする。 

 

以 上 

 


